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2020年度「県政世論調査」への御協力のお願い 
 

県民の皆様には、日頃から愛知県政に対して御理解と御協力をいただき、誠にあり

がとうございます。 

さて、愛知県では、県政運営の基礎資料とするため、県民の皆様に県政に対する御

意見や御意向をアンケートによりお答えいただく「県政世論調査」を実施しています。

今回の調査は、「県の広報活動について」を始め６項目について実施いたします。 

今回の調査の実施に当たり、対象者として、満 18 歳以上の県民 3,000 名の皆様を

無作為に選ばせていただきました。御多忙のところ恐縮ですが、是非とも調査への御

協力をよろしくお願いいたします。 

なお、調査に当たりましては、アクティブ・ティ株式会社に委託して実施いたしま

す。 
 
2020年 11月 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査内容】 

問  １ ～ 問  ４  県の広報活動について  ・・・・・・・・・・・Ｐ ２～ 

問  ５ ～ 問１１  ヘルプマーク及び身体障害者補助犬について ・・Ｐ ４～ 

問１２ ～ 問１８  資源循環型社会づくりについて  ・・・・・・・Ｐ ８～ 

問１９ ～ 問２４  テレワークについて  ・・・・・・・・・・・・Ｐ１１～ 

問２５ ～ 問３１  特殊詐欺に関する意識について  ・・・・・・・Ｐ１３～ 

問３２ ～ 問３８  文化芸術について  ・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５～ 

 

【御記入に際してのお願い】 

● この調査票は、宛名の御本人がお答えください。 

● 御回答は、鉛筆又はボールペンなどで、この調査票に直接御記入ください。 

● 御回答期間に御本人が御不在の場合は、回答不要です。（御本人以外の方にお答え

いただく必要はありません。） 

● 御回答は無記名です。結果は、統計数値としてまとめるため、個人のお名前や御

意見が特定されることは、決してありません。 

● 御自身の率直なお考えや御意見を御記入ください。 

● 御回答いただきました調査票は、2020 年 11 月 20 日（金）までに、同封の返

信用封筒に入れて、ポストに投函してください。（返信用封筒に切手を貼付し

ていただく必要はありません。） 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

愛知県政策企画局広報広聴課 広報・広聴グループ 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

 

電話：052-954-6170（ダイヤルイン）〔担当 江口〕 

 

（調査委託機関） 

アクティブ・ティ株式会社 

〒450-0003 名古屋市中区名駅南一丁目 18－24 

マイビルディング２階 

電話：052-562-2510    〔担当 山口〕 
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このページは、切り取って保管いただいても結構です。その場合、２ページ目以降のみを返信用封筒に入れてください。 

 
愛知県広報の御案内 

 
・ネットあいち                  https://www.pref.aichi.jp/ 

・ネットあいち（携帯電話）    http://www.pref.aichi.jp/mobile/ 

・知事記者会見          https://www.pref.aichi.jp/koho/kaiken/ 

・あいちインターネット情報局    https://www.doga.pref.aichi.jp/ 

 
・東海テレビ「村上佳菜子の週刊愛ちっち」 

・名古屋テレビ「まるまる◎あいち」    

・「まるまる◎あいち」（再放送） 

・「まるまる◎あいち」（再々放送） 

木曜 午後 9 時 54 分～10 時 

木曜 午後 6時 56 分～ 7 時 

土曜 午前 5時15分～ 5 時 17 分 

木曜 午前１時54分～ １時 56 分 

※放送後、直近の放送回を愛知県の Web ページから御覧になれます。 

 

・CBC ラジオ「あいち県政リポート」  

・東海ラジオ「こんにちは愛知県です」 

・FM AICHI「AICHI SATURDAY TOPICS」  

 (アイチ サタデー トピックス)    

・ZIP-FM「AICHI SUNDAY TIPS」 

 (アイチ サンデー チップス)  

第2・4土曜 午前11時32分～11時36分 

第1・3木曜 午前10時35分～10時38分 

第1・3土曜 午前  7時30分～ 7時33分 

 

第1・3日曜 午前  7時23分～ 7時26分 

           ※テレビ・ラジオ番組の放送日時は、番組編成により変更になることがあります。 

 

・「広報あいち」･･･ 県民の皆様へ県政情報を提供しています。（毎月第 1 日曜

日の中日新聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞、愛知県広報広聴課 Web ペー

ジに掲載。） 

・「愛知の引力。-5th Edition-」･･･ 愛知県の魅力を写真で紹介しています。

英語版・中国語版 (簡体字) もあります。（愛知県広報広聴課 Web ページ (PDF

版)、愛知県広報広聴課（県庁本庁舎 3 階）、県民相談・情報センター、各県民

相談室などで無料配布。送料負担で郵送も可。） 

・「県政ガイドあいち」･･･ 県の施策や暮らしの情報・施設・相談窓口などを紹

介しています。（愛知県広報広聴課（県庁本庁舎 3 階）、県民相談・情報センター、

各県民相談室、旅券センター、運転免許試験場などで無料配布。送料負担で郵

送も可。） 
 

・「県政お届け講座」･･･ 県の施策について、県職員が無料でお伺いして説明しま

す。詳細は、【愛知県広報広聴課 052-954-6170】へお問い合わせください。

又は、Web ページ 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/0000036522.html   

を御覧ください。 

 
 

愛知県広聴の御案内 

・「県政世論調査」･･･ 今、お答えいただいているこの調査です。県民の皆様の

関心や意向を把握し、今後の県政推進の基礎資料とするための調査で、年 2

回実施します。 

・「県民意見提出制度」（パブリック・コメント制度）･･･ 県の計画・指針など

の策定や改定に当たり、幅広く県民の皆様からの意見を求めます。 

・「県政への御提言」･･･ インターネットを利用して県政に対する意見・提案を

お聴きし、県政運営の参考とします。 

 

テレビ 

インターネット 

新聞等 

アンケート等 

ラジオ 

県職員が直接 
出向いて 
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県の広報活動について 
 

問１ 愛知県では、県政情報を県民の皆様へ提供するため様々な広報活動（例：１ページ参照）を 

行っています。あなたが知っているものは何ですか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたは、何から愛知県の情報を得ることが多いですか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新聞広報「広報あいち」（毎月第 1 日曜日に掲載） 

２ 愛知県提供のテレビ広報番組 

３ 愛知県提供のラジオ広報番組 

４ パソコン・スマートフォン等で見る愛知県の Web ページ 

５ 愛知県が運営する SNS（ツイッター、フェイスブック、ラインなど） 

６  愛知県の動画サイト（「あいちインターネット情報局」など） 

７ 愛知県が発行している刊行物・パンフレット 

８ 「県政お届け講座」など、県の職員が直接県民の皆様のもとに出向いて情報提供する広報    

９ 公共の場などに掲出されているポスター 

１０ 県庁や県民相談室など、県の窓口による情報提供や県施設の見学会 

１１ 新聞記事やテレビ・ラジオのニュースなどのマスコミ報道 

１２ 市町村が発行している広報紙(誌)による県の広報 

１３ その他（                         ） 

１４ 一つもない 

１ 新聞広報「広報あいち」（毎月第 1 日曜日に掲載） 

２ 愛知県提供のテレビ広報番組 

３ 愛知県提供のラジオ広報番組 

４ パソコン・スマートフォン等で見る愛知県の Web ページ 

５ 愛知県が運営する SNS（ツイッター、フェイスブック、ラインなど） 

６  愛知県の動画サイト（「あいちインターネット情報局」など） 

７ 愛知県が発行している刊行物・パンフレット 

８ 「県政お届け講座」など、県の職員が直接県民の皆様のもとに出向いて情報提供する広報      

９ 公共の場などに掲出されているポスター 

１０ 県庁や県民相談室など、県の窓口による情報提供や県施設の見学会 

１１ 新聞記事やテレビ・ラジオのニュースなどのマスコミ報道 

１２ 市町村が発行している広報紙(誌)による県の広報 

１３ その他（                         ） 

１４ 一つもない 
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問３ あなたは､愛知県が行っている広報活動に満足(評価)していますか。【〇は１つ】 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたは、愛知県が行っている広報活動をより充実させるため、今後どのような活動に特に力

を入れるべきだと思いますか。【〇は３つまで】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１  十分満足（評価）している 

２  ある程度満足（評価）している 

３  あまり満足（評価）していない 

４  全く満足（評価）していない 

５  わからない 

１ 新聞広報「広報あいち」（毎月第 1 日曜日に掲載） 

２ 愛知県提供のテレビ広報番組 

３ 愛知県提供のラジオ広報番組 

４ パソコン・スマートフォン等で見る愛知県の Web ページ 

５ 愛知県が運営する SNS（ツイッター、フェイスブック、ラインなど） 

６  愛知県の動画サイト（「あいちインターネット情報局」など） 

７ 愛知県が発行している刊行物・パンフレット 

８ 「県政お届け講座」など、県の職員が直接県民の皆様のもとに出向いて情報提供する広報     

９ 公共の場などに掲出されているポスター 

１０ 県庁や県民相談室など、県の窓口による情報提供や県施設の見学会 

１１ 新聞記事やテレビ・ラジオのニュースなどのマスコミ報道 

１２ 市町村が発行している広報紙(誌)による県の広報 

１３ その他（                         ） 

１４ 特にない 

１５ わからない 
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ヘルプマーク及び身体障害者補助犬について 
 

◎ヘルプマークについて 
 

 

「ヘルプマーク」とは、 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、 

援助や配慮を必要としていることが外見から分かりにくい方が、周囲に配慮を 

必要としていることを知らせるマークのことです。 

 

 

 

問５ あなたは、ヘルプマークを知っていますか。【〇は１つ】 

 

 

 

 
 

 

問６ 《問５で、「１」又は「２」と答えた方にお聞きします。》 

あなたは、どのようにしてヘルプマークを知りましたか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

１ マークを見たことがあり、意味も知っている 

２ マークを見たことや聞いたことはあるが、意味は知らない 

３ マークを見たことも聞いたこともない 

１ 家族・知人・友人が所持している、又は、教えてくれた      

２ 実際に所持している人を見かけた（「１」の場合を除く。） 

３ 公共交通機関（鉄道・バスなど）に掲示されているポスターや、配架されているリーフレッ 

  ト等で知った 

４ 役所など公的機関に掲示されているポスターや、配架されているリーフレット等で知った 

５ 病院など医療機関に掲示されているポスターや、配架されているリーフレット等で知った 

６ 飲食店・スーパー・ホテルなどに掲示されているポスターや、配架されているリーフレット 

  等で知った 

７ 学校の授業で知った 

８ テレビや新聞など、マスコミを通じて知った 

９ Web ページや SNS（ツイッター、フェイスブック、ラインなど）など、インターネットを 

通じて知った 

１０ 福祉関係のイベントで知った 

１１ 福祉とは異なる分野のイベント（コンサート、スポーツ選手や大会とのコラボイベント等） 

で知った 

１２ その他（                         ） 

１３ わからない 
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問７ ヘルプマークの趣旨を広めるために、あなたが効果的だと思う取組は何ですか。【〇は複数可】 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎身体障害者補助犬について 

 

「身体障害者補助犬」（以下、「補助犬」と略します。）とは、 

身体障害者補助犬法に基づき、特別な訓練を受け認定された、「盲導犬」、「介助犬」、「聴導犬」の

総称です。 

 

・「盲導犬」…目の見えない方、見えにくい方が街なかを安全に歩けるようにサポートします。 

・「介助犬」…手や足に障害のある方に、落としたものを拾って渡したり、指示した物を持って 

きたりして、日常の生活動作をサポートします。 

・「聴導犬」…耳が聞こえない方、聞こえにくい方に生活の中の必要な音を知らせます。 

 

 

 

問８ あなたは、補助犬の役割を知っていますか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

１ 公共交通機関（鉄道・バスなど）に啓発ポスターを掲示する 

２ 「１」以外の場所に啓発ポスターを掲示する        

３ 啓発リーフレットを配架、配布する 

４ Web ページに掲載するなど、インターネットで発信する 

５ ヘルプマークに関する講演会やセミナー、イベント等を開催する 

６ 福祉とは異なる分野のイベント（コンサート、スポーツ選手や大会とのコラボイベント等）

を実施する 

７ 啓発物品（オリジナルティッシュ等）を配布する 

８ その他（                         ） 

９ 特にない 

１０ わからない 

１ 盲導犬の役割を知っている 

２ 介助犬の役割を知っている 

３ 聴導犬の役割を知っている 

４ ３種類とも役割を知らない 
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問９ 《問８で「１」～「３」と答えた方にお聞きします。》 

あなたは、どのようにして補助犬のことを知りましたか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問10  《問８で「１」～「３」と答えた方にお聞きします。》 

あなたが補助犬について知っていることは何ですか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 家族・知人・友人が補助犬を利用している、又は、教えてくれた   

２ 実際に補助犬を利用している人を見かけた（「１」の場合を除く。） 

３ 啓発ステッカーを見て知った 

４ 啓発ポスターや配架されているリーフレット等を見て知った 

５ 学校の授業で知った 

６ テレビや新聞など、マスコミを通じて知った 

７ Web ページや SNS（ツイッター、フェイスブック、ラインなど）など、インターネットを 

通じて知った 

８ 福祉関係のイベントで知った 

９ 募金活動を見て知った 

１０ その他（                         ） 

１１ わからない 

 

 

 

 

１ 補助犬は、社会のマナーを守れるよう特別な訓練を受け、認定されている 

２ 補助犬は、利用者によって衛生面や行動の管理が行われている 

３ 補助犬には表示をつけることが義務付けられており、ペットと違うことが一目で分かる 

４ 公共施設を始め、飲食店・病院・宿泊施設など不特定多数の人が利用する施設等では、 

補助犬の同伴を受け入れることが義務付けられている 

５ その他（                         ） 

６ どれも知らない 

啓発ステッカーの例 
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問11 補助犬について社会全体の理解を促進していくために、あなたは、どのような啓発が効果的

だと思いますか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 「身体障害者補助犬法」や補助犬の制度について、周知を図る 

２ 補助犬が特別な訓練を受けていることや、補助犬の具体的な活動内容について紹介する 

３ 補助犬を利用している人を見かけた際のサポート方法を紹介する 

４ 補助犬の同伴が可能であることがすぐに分かるよう、多くの施設で啓発ステッカーやポス

ターを掲示する 

５ 補助犬と触れ合えるイベントを開催する 

６ その他（                         ） 

７ 特にない 

８ わからない 
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資源循環型社会づくりについて 

 

問 12 「３Ｒ」とは、Reduce（リデュース：発生抑制）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リ

サイクル：再生利用）の頭文字「Ｒ」が３つの単語に共通することから生まれた言葉です。 

あなたは、「３Ｒ」という言葉の意味を知っていますか。【〇は１つ】 

 

 

 

 

 
 

 

問 13 ごみの減量やリサイクルに関して、あなたが買い物をする時に取り組んでいることは何です

か。【〇は複数可】                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 あなたは、ごみ問題のうち、どのようなことに関心がありますか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 詰め替え可能な製品を選ぶ 

２ 長く使える製品を選ぶ（使い捨て製品を選ばない） 

３ マイバッグ（買い物袋）を持参する・レジ袋を辞退する（購入しない） 

４ 簡易包装製品を選ぶ 

５ リサイクル製品を選ぶ 

６ ばら売り・計り売りを選ぶ 

７ リターナブルびん（繰り返し利用できるびん）を選ぶ 

８ その他（                         ） 

９ 特にない 

１ プラスチックごみ（海洋ごみ・マイクロプラスチック※等）問題             

２ 食品ロス問題 

３ ごみの分別 

４ ３Ｒの取組 

５ 清掃などのボランティア活動 

６ 野山や河原等へのごみのポイ捨て・不法投棄問題 

７ 災害廃棄物の処理問題 

８ その他（                        ） 

９ 特にない 

１０ わからない 

 

※マイクロプラスチックとは、５ミリ以下の微細なプラスチックのことをいいます。海中で有害 
物質を吸着し、それを小魚が誤食するなど、海洋生態系や食物連鎖を通じた人の健康への影響
が懸念されています。 

１ 言葉の意味を知っている 

２ 言葉を聞いたことはあるが、意味は知らない 

３ 言葉を聞いたこともない 

４ わからない 
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問 15 あなたは、プラスチックごみによる海の汚染などの、 

プラスチックごみ問題に関心がありますか。【〇は１つ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 プラスチックごみ問題を悪化させないために、あなたは、今後どのようなことに取り組んで

いきたいと思いますか。【〇は複数可】                 
 

 

 

 

 

 

 

 

問37 「知的財産※」や「知的財産権※」として、あなたがイメージするものは何ですか。 

【〇は２つまで】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ マイバッグを持参するなど、できる限りレジ袋を受け取らない （購入しない） 

２ マイボトルを持参するなど、使い捨ての飲料容器（ペットボトルなど）をできる限り購入

しない  

３ 使い捨てスプーンなどの食器・ストロー・おしぼり・アメニティグッズをできる限り受け

取らない  

４ ルールに従って、ごみを正しく分別する  

５ リサイクル材や、植物を原料としたプラスチックなどを使った製品を積極的に選ぶ  

６ ポイ捨て・不法投棄をしない  

７ 路上などに落ちているごみを積極的に拾う  

８ 街なかや海岸で行われる清掃活動に積極的に参加する  

９ その他（                         ） 

１０ 特にない 

１１ わからない 

１ 非常に関心がある  

２ ある程度関心がある 

３ どちらとも言えない 

４ あまり関心がない 

５ まったく関心がない 

６ わからない カッパの清吉とカモメのモン 

（愛知県海岸漂着物環境学習プログラム） 
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問 17 プラスチックごみ問題の解決には、プラスチック製の容器・包装・製品を、代替製品※へ転換

していくことも重要と言われています。代替製品は従来品と比べて、品質や価格などが変化す

ることがありますが、あなたは、普段の買い物の際、どのような条件が合えば、代替製品を購

入してもよいと思いますか。【〇は１つ】              

※代替製品とは、植物を原料とした植物由来プラスチック、微生物によって分解される性質をもつ 

生分解性プラスチック、紙などの素材を使用した製品のことをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 18 あなたが、プラスチックごみ問題への対策として特に有効だと思う取組は何ですか。 

【〇は３つまで】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 価格・品質ともにこだわらず、代替製品を購入する 

２ 従来品と比べて、品質が同等以上であれば、多少価格が高くても購入する 

３ 従来品と比べて、価格が同じか安ければ、多少品質が低くても購入する  

４ 従来品と比べて、品質も価格も同等であれば購入する 

５ 代替製品を購入してもよいとは思わない  

６ その他（                         ）  

７ わからない 

１ 県や市町村などによるプラスチックごみ問題の啓発の実施 

２ 県や市町村などによる使い捨てプラスチック製品を提供しない店舗・事業者等のＷeb ペー

ジ等での紹介や表彰 

３ 小中学校における環境学習の充実 

４ デポジット制度（使い捨てプラスチック製品の購入時に預かり金を支払い、製品返却時に

返金する）導入促進に対する、県や市町村などの支援 

５ 紙などの代替製品やリユース容器等の開発に対する、県や市町村などの支援 

６ 市民・NPO による清掃活動に対する、県や市町村などの支援 

７ その他（                         ） 

８ わからない 
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テレワークについて 
 

 

問 19 「テレワーク」とは、情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方の

ことです。あなたは、「テレワーク」を実施したことがありますか。【〇は１つ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 《問 19 で「４」と答えた方にお聞きします。》 その理由は何ですか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 あなたは、「テレワーク」のメリットは何だと思いますか。【〇は３つまで】 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

１ 新型コロナウイルス感染症対策とは関係なく、以前から実施している又は実施したことが

ある 

２ 新型コロナウイルス感染症対策として実施している 

３ 新型コロナウイルス感染症対策として実施したことがあるが、今は実施していない 

４ 一度も実施したことがない（｢５｣の場合を除く。） 

５ 就労していない 

１ テレワークに適した仕事ではないため 

２ 勤務先にテレワークができる制度がないため 

３ 勤務先がテレワークをしづらい・申し出がしづらい雰囲気であるため 

４ 勤務先にテレワークを申し出たが、認められなかったため 

５ 勤務先で持ち出し用のパソコン等、必要な機器が整備されていないため 

６ 自宅など、社外にテレワークのできる環境がないため 

７ 仕事とプライベートの区別がつかなくなると思うため 

８ 必要性を感じないため 

９ その他（                         ） 

１０ 特に理由はない 

１ 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策ができる 

２ 通勤時間・移動時間が削減できる 

３ 仕事の生産性・効率性が向上する 

４ 時間外労働が減少する 

５ 育児・介護との両立がしやすく、長く継続して同一の職に就くことができる 

６ 家事の時間が増える 

７ 災害時でも事業を継続でき、事業継続性が向上する 

８ その他（                         ） 

９ 特にない 

１０ わからない 
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問 22 あなたは、「テレワーク」のデメリットは何だと思いますか。【〇は３つまで】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

問 23 あなたが、企業の「テレワーク」促進のために最も重要だと思うことは何ですか。【〇は１つ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

問 24 企業の「テレワーク」を促進するために、あなたが愛知県に望むことは何ですか。 

【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 社内での気軽な報告・相談が困難になる 

２ 取引先との打合せ・会議等が困難になる  

３ 社内・取引先を問わず、日常的なコミュニケーションが不足する 

４ テレワークでできる仕事が限定されるため、仕事に支障をきたす恐れがある 

５ 書類に印鑑が押せず、仕事が滞る 

６ 社外では仕事に集中できない 

７ 仕事とプライベートの区別がつかず、長時間労働となる場合がある 

８ 孤独感・疎外感を感じる 

９ 仕事が適正に評価されない 

１０ その他（                         ） 

１１ 特にない 

１２ わからない 

１ パソコンや通信環境の整備、セキュリティ対策 

２ 長時間労働の是正など、働き方の見直し 

３ 経営者や職場の上司、同僚の理解促進 

４ 書類の電子化、ペーパーレス化 

５ 補助金や相談窓口を始めとした、行政からの支援の活用 

６ その他（                         ） 

７ 特にない 

８ わからない 

 

１ 経営者や職場の上司、同僚の理解促進のためのセミナーの開催 

２ テレワークの体験ができる機会の提供 

３ テレワークを導入した企業の事例紹介 

４ アドバイザーの派遣 

５ 相談窓口の充実 

６ 機器の導入やサテライトオフィス※の利用料金に対する助成金 

７ その他（                         ） 

８ 特にない 

９ わからない 

 

※サテライトオフィスとは、企業または団体の本拠から離れたところに設置されたオフィスの 
ことをいいます。 
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特殊詐欺に関する意識について 
 

問 25 特殊詐欺は、電話やメール等の通信手段を用いて、対面することなく相手を信用させ、お金 

やキャッシュカードをだまし取る犯罪です。あなたは特殊詐欺を知っていますか。【〇は1つ】                          

 

 

 
 

 
問 26 《問 25 で「１」を選んだ方にお聞きします。》 

あなたが知っている、特殊詐欺の具体的な手口は何ですか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 27 あなたは、もし電話で警察や金融機関を名乗る人から「本人確認のため必要がある」と言わ

れたら、キャッシュカードの暗証番号を答えますか。【〇は１つ】 

 

 

 

 

 
 

 

問 28 特殊詐欺と思われる電話、メール、ハガキなどを受けたとき、あなたはどこに連絡又は相談

しますか。【〇は複数可】 

（被害に遭ったことがある方は、「どこに連絡又は相談しましたか。｣と読み替えてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 知っている 

２ 知らない 

１ 親族をかたり、現金をだまし取る手口 

２ キャッシュカードを交換すると言ってだまし取る手口 

３ キャッシュカードを封筒に入れさせ、別の封筒にすり替える手口 

４ 有料サイトの使用料金が未納等とのメールを送りつけ、電子マネーを購入させる手口 

５ 訴訟費用などを名目としたハガキや封書を送りつけ、現金を送付させる手口 

６ 還付金があるなどと言って ATM で振込操作をさせる手口 

７ その他（                         ） 

８ 一つもない 

１ 答える 

２ 答えるかもしれない 

３ 答えない 

４ わからない 

１ 警察 

２ 自治体（県又は市町村） 

３ 家族、知人 

４ 国民生活センター消費者ホットライン 

５ その他（                         ） 

６ 連絡・相談しない 

７ わからない                
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問 29 特殊詐欺の被害防止対策として、あなたが行っていることは何ですか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

問 30 《問 29 で「２」を選んでいない方にお聞きします。》  

活用していない理由は何ですか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

問 31 キャッシュカードを狙う特殊詐欺被害防止のため、あなたが必要だと思う対策は何ですか。

【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 在宅時でも、固定電話を留守番電話に設定する 

２ 迷惑電話防止機能の付いた電話機（通称：特殊詐欺対策電話）等を活用する 

３ 電話機のナンバーディスプレイ機能を活用する 

４ 自宅の電話番号を電話帳から削除する 

５ 新聞やテレビのニュースなどから最新の詐欺の手口に関する情報を収集する 

６ 家族間で詐欺対策について話し合う（合い言葉を決めておくなど） 

７ ATM 利用限度額を引き下げておく 

８ 防犯講習会などに参加する 

９ その他（                         ） 

１０ 何もしていない 

１ ATM の機能強化（生体認証による本人確認の厳格化など） 

２ ATM 利用限度額の引き下げ 

３ 金融機関による注意喚起の強化  

４ 警察や自治体などによる注意喚起の強化 

５ その他（                          ） 

６ 特にない 

７ わからない 

 

１ そのような電話機等があることを知らなかったから 

２ 価格が高いから 

３ 使いなれた電話機が変わるのが嫌だから 

４ 買いに行く機会がないから 

５ どこで買えるかわからないから 

６ 必要だと思わないから 

７ その他（                         ） 

８ 特にない 

９ わからない 
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文化芸術について 
 

問 32 あなたは、愛知県には、誇ることのできる文化芸術※資源があると思いますか。【〇は１つ】 

※「文化芸術」とは、問 35にある各分野を始め、幅広いものを指します。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 33 あなたは、この１年間に、どのような方法で文化芸術を鑑賞しましたか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 34 《問 33 で「２」又は「３」と答えた方にお聞きします。》 

あなたは、この１年間に、文化芸術の鑑賞にどれくらいオンライン配信（無料・有料を問わ

ない。）を利用しましたか。【〇は１つ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ たくさんある 

２ ある程度ある 

３ どちらとも言えない 

４ あまりない 

５ 全くない 

６ わからない 

１ 直接会場に足を運んだ 

２ オンライン（無料）で鑑賞した 

３ オンライン（有料）で鑑賞した 

４ テレビ放送で鑑賞した 

５ ＤＶＤ等を購入して鑑賞した  

６ その他（                         ） 

７ 鑑賞しなかった 

８ わからない 

１ １０回以上 

２ ６～９回程度 

３ ３～５回程度 

４ １・２回程度 

５ わからない 
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問 35 《問 33 で「２」又は「３」と答えた方にお聞きします。》 

あなたが、この１年間に、オンライン配信で鑑賞したことのある分野は何ですか。 

【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 36 感染症対策を取り入れた「新しい生活様式」の下で、文化芸術活動を継続していくために、

あなたが、今後、愛知県に力を入れてほしい取組は何ですか。【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 文学       

２ 音楽      

３ 美術 

４ 写真       

５ 演劇       

６ 舞踊 

７ メディア芸術（映画、漫画、アニメーション、コンピュータを利用した芸術など） 

８ 伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎など） 

９ 民俗芸能（山車祭り、棒の手、田楽、獅子舞など） 

１０ 芸能（講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱など） 

１１ 生活文化（茶道、華道、書道など） 

１２ 国民娯楽（囲碁、将棋など） 

１３ 伝統工芸（陶芸、染織など） 

１４ 文化財 

１５ 美術館、博物館の展示 

１６ その他（                         ） 

１ 十分な感染防止対策を行った上での、公演やイベントの開催や支援 

２ オンライン配信の拡充や支援 

３ 「新しい生活様式」の下での、施設利用の推進（予約システム、キャッシュレス決済など） 

４ 活動の場が減少したアーティスト、団体・事業者等の支援（活動の継続や新規事業の展開

に向けた支援など）                 

５ その他（                         ） 

６ 特にない 

７ わからない 
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問 37 あなたは、この１年間に、鑑賞を除いてどのような文化芸術活動を行いましたか。 

【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 38 あなたは、文化芸術の振興を図るために、愛知県は何に力を入れるべきだと思いますか。 

【〇は複数可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 文化芸術に関する作品の創作 

２ 文化芸術に関する作品の実演（音楽の演奏、舞台への出演など） 

３ 文化芸術に関する習い事の受講 

４ 地域の民俗芸能（山車祭り、棒の手、田楽、獅子舞など、地域の人々によって行われる芸

能や祭り）への参加 

５ 文化芸術に関する支援（企画・運営、教育・指導、寄附、ボランティア活動など） 

６ その他（                         ） 

７ 特にない 

８ わからない 

１ 国内外への発信力が高い芸術祭や展覧会、公演の実施       

２ 文化芸術の担い手（芸術家、企画や制作を行う者など）の育成 

３ 芸術大学などにおける教育研究の充実 

４ 県民が自主的に行う、地域における公演や展示などへの支援 

５ 子どもの文化芸術活動の充実（子どもが文化芸術に触れる機会の提供など） 

６ 高齢者、障害者の文化芸術活動の充実（活動・公演等への支援、環境の整備など） 

７ 学校教育における文化芸術活動の充実 

８ 美術館、劇場などの文化芸術施設の充実   

９ 文化財の保存や活用 

１０ 文化芸術活動のオンライン配信の充実 

１１ その他（                         ） 

１２ 特にない 

１３ わからない 
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Ｆ１〈性別〉      

あなたの性別をお聞かせください。 ① 男性 

 
 
② 女性    

Ｆ２〈年齢〉     ①  18・19 歳 

②  20～29 歳 

③  30～39 歳 

④  40～49 歳 

⑤  50～59 歳 

⑥  60～64 歳 

⑦  65 歳以上 

 

あなたの年齢（満年齢）は 

おいくつですか。 

（2020 年 11 月１日現在） 

Ｆ３〈地域〉あなたのお住まいの地域はどこですか。 

① 名古屋地域 名古屋市 

② 尾張地域 

一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・津島市・犬山市・常滑市・ 

江南市・小牧市・稲沢市・東海市・大府市・知多市・尾張旭市・ 

岩倉市・豊明市・日進市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・ 

あま市・長久手市・愛知郡・西春日井郡・丹羽郡・海部郡・知多郡 

③ 西三河地域 
岡崎市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・知立市・ 

高浜市・みよし市・額田郡 

④ 東三河地域 豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・北設楽郡 

① 農林漁業 

② 商工サービス業 

③ 自由業 

④ 管理職 

⑤ 専門技術職 

⑥ 事務職 

⑦ 労務職 

⑧ 家事専業 

⑨ 学生 

⑩ その他 

Ｆ４〈職業〉あなたの御職業は、次のどれにあたりますか。パートタイマーや内職をしている

方も勤め人としてお答えください。 

   【複数の御職業をお持ちの方は、主なもの１つに〇を付けてください。】 

【自営業】 【勤め人】 【無職】 

 太枠内に記入ください。 

 

 

御意見をお聞きするのはこれで終わりですが、回答を統計的に分析するために、 

あなた御自身のことについてお聞きします。 

該当する番号に〇を付けてください。【〇はそれぞれ１つ】 

 

   答えたくない 
③ わからない 
   その他 
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本調査に御協力いただき、誠にありがとうございました。 

全ての質問にお答えいただいていなくても結構です。 

同封の封筒に入れて、ポストに投函してください。 

【切手は不要です。】 

本調査の結果は、１月頃に県Webページに掲載予定です。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/0000000110.html 

政策企画局広報広聴課 
 


